
⑤ 危険ブロック塀等撤去費 

補助金利用条件 ・ 建築基準法第４２条に定義された道路に面するブロック塀等 

・ 高さ０.８ｍを超えるブロック塀等を０.８ｍ以下まで撤去するもの 

   など 

補助金額 ・ １～３のうち最も低い額 

１. 撤去工事の見積額  （消費税を除く） 

２. 撤去する塀等の部分の見付面積×６,０００円/㎡ 

３. 上限２０万円 

※ 世帯全員が「６５歳以上の高齢者」かつ「市民税非課税」の場合は 

   上限３０万円 

⑥ 家具転倒防止金具等取付支援 

利用条件 １. ６５歳以上の方が居住する世帯 

２. １２歳以下の子どもが居住する世帯 

３. 障がい者の方が居住する世帯  

どれか 

１つでも該当すれば 

対象になります。 

茅ヶ崎市 都市部 建築指導課 建築安全担当 

   T E L  ０４６７－８１－７１８５（直通） 

    F A X  ０４６７－５７－８３７７ 

    e-mail   kenshidou@city.chigasaki.kanagawa.jp たいの『あっぷ』君 

問い合わせ先 

負担費用 ・ 金具代等の実費をご負担いただきます。 

※ L字金具を２個設置した場合は １,０００円 程度。 

※ 現場に応じて、特殊な取付け方法や下地が必要な場合は、 

  別途費用の負担が発生します。 

 

ご自宅の 

地震対策は 

大丈夫ですか？ 
       を利用して 

地震対策してみよう！！ 

茅ヶ崎市の補助金・支援事業制度のご案内 

各種補助事業や支援事業の詳しい利用条件や 

内容については問い合わせ先までご連絡ください。 

詳細はこちら 



 

補助金額 

 

自己負担金額 

 

 Ⓑ   ７３,０００円 

 

 Ⓐ - Ⓑ  = ３５,９００円 

茅ヶ崎市の耐震に関わる補助金のご案内 

① 木造住宅耐震診断 

補助金利用条件 ・ 昭和５６年５月３１日以前に着工された 

   木造住宅を所有していること 

・ 一戸建て住宅、長屋（住戸数２戸まで） 

  又は 兼用住宅（住宅部分１／２以上） 

・ 市に登録された耐震診断士が行う耐震診断 

  など 

② 木造住宅耐震補強 

分かることは？ ・ 木造住宅の地震に対する安全性 

・ 耐震補強の提案及び補強工事の概算の費用 

③ 耐震シェルター等設置 

④ 木造住宅除却補助 

補助金利用条件 ・ 「所有かつ居住していること」 または 

  「所有かつ所有者の配偶者または一親等の親族が居住していること」 

  など 

補助金額 
・ 補強に要した費用の１／２以内かつ上限５０万円 

※ ６５歳以上の高齢者世帯等は最大７０万円 

補助金額 

・ 設置に要した費用の１／２以内かつ上限２５万円  

補助金利用条件 ・ 工事業者が、「建設業法別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業」 

  または 「解体工事業に係る法律第３条第１項の許可を受けた者」で 

  あること  など 

補助金額 ・ １～３のうち最も低い額 

１.  除却工事の見積額の１／２ 

２.  除却する住宅の延べ面積（㎡）×２０,０００円の１／２ 

３.  上限３６万円  
※   茅ヶ崎市耐震改修促進計画に記載された耐震診断義務・努力路線に 

    接する住宅は、上限４５万円 

 

補助金利用条件 ・ 「所有かつ居住していること」 または 

  「所有かつ所有者の配偶者または一親等の親族が居住していること」 

  など 

①木造住宅耐震診断で「評点が１．０未満」（倒壊する可能性がある） 

と診断された場合、②～④の補助金を受けられる可能性があるぞよ 

木造住宅耐震診断費用は、 

一律 [Ⓐ１０８,９００円（９９,０００円 + 消費税）] です。 

 

※ ②～④の補助金を 

  利用するためには、 

  ①の木造住宅耐震診断が 

  必要です。 

耐震シェルター  一例 耐震ベッド 一例 

いつもいる場所を

守るために！！ 

 

補助金額 

 

自己負担金額 

 

 Ⓒ   ９９,０００円 
 

 Ⓐ - Ⓒ  =    ９,９００円 

世帯全員が「６５歳以上の高齢者」 かつ 「市民税非課税」の場合 


